
16「くまがや市議会だより第34号」は、69,700部作成し、印刷・製本にかかる市の負担は、一部あたり10円です。
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2 月
27 日 ( 木 ) 本会議

・開会
・会期の決定
・諸報告
・市長の施政方針演説
・議案の上程
・議案説明等

3 月
4 日 ( 火 ) 本会議

・質疑
・委員会付託等

5 日 ( 水 ) 委員会
・総務文教常任委員会
・環境産業常任委員会

6 日 ( 木 ) 委員会
・市民福祉常任委員会
・都市建設常任委員会

11 日 ( 火 ) 一般質問
12 日 ( 水 ) 一般質問
13 日 ( 木 ) 一般質問
18 日 ( 火 ) 本会議

・各委員長報告
・質疑
・討論
・採決
・閉会

※日程は変更になる場合があり
ます。詳しいことは、議会事
務局にお問い合わせください。

熊谷市議会事務局
TEL  048-524-1573（直通）
FAX  048-525-8886
E-mail:gikaijimukyoku@city. 
kumagaya.lg.jp

3 月定例会日程 （予定）

請願・陳情の提出は、次の要領でお願いします。

①原則として、下記様式により提出してください。

　あて先は、熊谷市議会議長です。

　（請願書は、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所、氏名

　を記載し、押印してください。）

②請願には、市議会議員１人以上の紹介が必要です。

　請願書の表紙に紹介議員の署名、または記名押印を受けて

　ください。

　（陳情の場合は、紹介議員は必要ありません。）

③請願者（陳情者）が複数の場合は、代表者を決めてください。

④請願及び陳情はいつでもできます。

　請願の審査は、３月、６月、　９月、12月に開かれる市議会

　定例会で行います。

【表　紙】

○○○○に関する請願

紹介議員　○○○○　印    

【内　容】
　　

【請願趣旨】

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○

【請願事項】

○○○○○○○○○○

以上、地方自治法第 124 条の

規定により請願いたします。

平成　年　月　日

　請願者　住所○○○○

　　　　　氏名○○○○　印

　　※法人の場合には、その

　　　名称及び代表者氏名

熊谷市議会議長○○○○あて

請願・陳情の提出方法は？

【お詫びと訂正】市議会だより第33号18ページに誤りが

　ありましたのでお詫びして訂正いたします。

　(誤)総務文教委任委員会 → (正)総務文教常任委員会
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